
申請先・申請方法

申請先 ▶ こども課（指宿保健センター内）

申請方法 ▶ 下記①～③のいずれか

①オンライン申請

②窓口にて直接申請

③必要書類を郵送にて申請

申請期限

各健診・検査を受診した日から１年以内

その他

助成する金額にはそれぞれ上限があります。健診費用（保険診療外分）が上限額より少ない場合は，

その額が助成する額となります。

※指宿市で定めている検査内容以外の費用については，助成の対象外となります。

※受診券に記載されている検査項目をすべて実施していない場合は，その健診（検査）は

助成の対象外となります。

手続きの流れ

① 医療機関を受診

領収書，診療明細書，受診票は必ず保管してください。

② 市に申請書を提出（オンラインでも提出できます）

下記書類を提出して下さい。

□新生児聴覚検査・1か月児健康診査費償還払助成金申請

□医療機関の領収書・診療明細書の写し（レシート不可）

※領収書・診療明細書には下記項目が記載されていることを確認してください。

・受診者氏名

・受診年月日

・医療機関名

➡ ➡ ➡ ➡
医療機関を受診 市に申請書を提出

市から

決定通知書が届く
市に請求書を提出

里帰り出産等により県外（国内）の医療機関で

新生児聴覚検査・１か月児健診を受診した場合，健診（検査）費用の一部を

払い戻しいたします。

県外の医療機関を受診する方へ

市が口座へ振り込み

申請書提出

から

２週間程で

届きます。

① ② ③ ④ ⑤

オンライン申請は
こちら

マイナンバー
カードと口座
を紐づけてい
↩る方用

オンライン請求はこちら



□健診・検査の結果が記入された受診票

□母子健康手帳の下記ページの写し

・出生届出済証明（全員）

・検査の記録（新生児聴覚検査の払い戻しを申請する方のみ）

・１か月児健康診査（１か月児健診の払い戻しを申請する方のみ）

新生児聴覚検査 １か月児健康診査

③ 市から決定通知書が届く

申請された書類をもとに市が助成額を決定し，決定通知書を送付します。

④ 市に請求書を提出（オンラインでも提出できます）

決定通知書をもとに，請求書を記入し，通帳の写し（金融機関名・支店名・種別・口

座番号・口座名義を確認できる頁）を添付して提出してください。

⑤ 市が口座へ振り込み

請求書に記載された金融機関の口座に，決定した助成額を振り込みます。

受付・問い合わせ先

〒８９１－０４９７

指宿市十町２４２４番地

指宿市役所こども課おやこ保健係

ＴＥＬ0993（22）2111 内線2281・2282


